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【問】

「刑事司法」と「福祉」の連携において、必要なことは。
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地域生活定着促進事業の概要
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地域生活定着促進事業

本事業は、高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする犯罪をした者等に対し、各都道府県の設置する「地域生活定着支
援センター」が、保護観察所、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、留置施設、検察庁及び弁護士会、地域の福祉関係機関等
と連携・協働しつつ、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束中から釈放後まで一貫した相談支援を実施することにより、
その社会復帰及び地域生活への定着を支援し、地域共生社会の実現を図るとともに、再犯防止対策に資することを目的とする。

○平成21年度から、高齢又は障害により支援を必要とする矯正施設退所者に対
して、退所後直ちに福祉サービス等につなげる「地域生活定着支援センター」
の整備を実施。

○平成23年度末に全国47都道府県への整備が完了し、平成24年度からは全国で
の広域調整が可能に。

○令和3年度から被疑者等支援業務を開始。

○地域生活定着支援センターは、地域の司法・福祉関係者等と連携し、以下の
業務を実施。

①コーディネート業務（矯正施設退所予定者の帰住地調整支援等）
②フォローアップ業務（矯正施設退所者の受け入れた施設等への助言等）
③被疑者等支援業務（被疑者、被告人の福祉サービス等の利用調整や釈放後の
経済的な援助等）
④相談支援業務（犯罪をした者等への福祉サービス等の利用についての相談支
援等）
⑤関係機関等との連携及び地域における支援ネットワークの構築等に係る業務

対象者選定
（退所予定者）

対象者選定
（被疑者・被告人）

調整依頼

実施主体：都道府県

ス キ ー ム 図

Ａ県矯正施設

保護観察所

A県検察庁

A県弁護士

被疑者等支援

矯正施設退所者等支援

調整依頼

・帰住地の調整（更生保護施設や福祉施設
等への入所調整）
・退所時の同行（福祉事務所、受入施設や
各種サービスの申請同行、支援等）
・地域生活移行から定着までの継続的な支
援を実施（自治体等との官民協働の支援
ネットワークを活用した相談支援等）

協議・確認・調整
（被疑者・被告人）

被疑者・被告人又
は退所予定者との
面会（帰住予定地
や福祉的ニーズ等
の聞き取り等）

連絡・調整

Ａ県地域生活定着支援センター B県地域生活定着支援センター

調整依頼

連絡・調整

厚生労働省（事業費補助）

※対象者選定にあたっては、高
齢または障害があるか、帰住先
がないか等を基準に判断

帰住先の例

更生保護施設、自立準備ホーム、
福祉関連施設（障害者グループ
ホーム、養護老人ホーム等）、
アパート等

矯正施設退所予定者等が他
の都道府県に帰住を希望す
る場合は、当該都道府県の
センターへ連絡・調整

１ 事業の目的

２ 事業の概要・実施主体等



2021年4月1日

地域生活定着促進事業の支援状況等
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【被疑者等支援業務】
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地域生活定着支援センターの支援状況①
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【相談支援業務】

相談支援業務の件数は、面接・訪問等の支援を実施した者に限定して計上。
（電話相談のみは除外）被疑者等支援業務は、令和３年度から開始。（他センター除く）

令和6年度地域生活定着促進事業実施状況調査

【地域生活定着支援センターによる業務別支援実施件数の推移（令和2年4月～令和7年3月）】
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地域生活定着支援センターの支援状況②
令和6年度地域生活定着促進事業実施状況調査

【矯正施設を退所し受入先に帰住した者の矯正施設退所時点の居住先内訳】
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※「救護施設」について、令和２年度以降は「生活保護施設」である。

（注）令和7年7月31日時点で、各都道府県から回答があった実績を集計したもの。今後、各都道府県からの報告により変更が生じる可能性がある。
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身体障害 知的障害 精神障害 身体＋知的 身体＋精神 知的＋精神
身体＋知的
＋精神 その他※ 合計

65歳以上 31 22 54 2 9 7 0 186 311

65歳未満 25 125 212 3 14 71 5 3 458

合計 56 147 266 ５ 23 78 5 189 769

身体障害 知的障害 精神障害 身体＋知的 身体＋精神 知的＋精神
身体＋知的
＋精神

その他※ 合計

65歳以上 37 34 42 1 6 7 0 248 375

65歳未満 22 133 109 13 16 61 4 18 376

合計 59 167 151 14 22 68 4 266 751

身体障害 知的障害 精神障害 身体＋知的 身体＋精神 知的＋精神
身体＋知的
＋精神

その他※ 合計

65歳以上 20 30 33 6 7 4 0 222 322

65歳未満 23 114 186 4 22 71 2 7 429

合計 43 144 219 10 29 75 2 229 751
※「その他」には、軽度の認知症の者や、障害が疑われる者などが含まれる。

（精神障害）325人（43.3%）

平
成
29

年
度

（精神障害） 245人（32.6%）

令
和
４
年
度

※「その他」には、軽度の認知症の者や、障害が疑われる者などが含まれる。

令
和
６
年
度

※「その他」には、軽度の認知症の者や、障害が疑われる者などが含まれる。 （精神障害）372人（48.4%）

（単位：人）

地域生活定着支援センターの支援状況③
令和6年度地域生活定着促進事業実施状況調査

【矯正施設を退所し受入れ先に帰住した者の障害者種別・年齢別内訳】
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地域生活定着支援センターの支援状況④

【被疑者等支援業務における「実施自治体数」及び「実施センター数」の推移（令和3年度から令和6年度）】

【R3：1センター取扱い件数】

150件/37センター＝4.1件

合計

支援継続中 年度内支援終了 割合

合計 150 92 58

被疑者 76 44 32 50.7%

被告人 58 36 22 38.7%

処分・判決後 16 12 4 10.7%

【令和３年度】

（実施自治体数：36）

（実施センター数：37）

【R4：1センター取扱い件数】

359件/46センター＝7.8件

合計

支援継続中 年度内支援終了 割合

合計 359 199 160

被疑者 189 99 90 52.6%

被告人 145 87 58 40.4%

処分・判決後 25 13 12 7.0%

【令和４年度】

（実施自治体数：45）

（実施センター数：46）

合計

支援継続中 年度内支援終了 割合

合計 493 248 245

被疑者 276 133 143 56.0%

被告人 185 97 88 37.5%

処分・判決後 32 18 14 6.5%

【令和５年度】

（実施自治体数：46）

（実施センター数：47） 【R5：1センター取扱い件数】

493件/47センター＝10.5件

合計

支援継続中 年度内支援終了 割合

合計 571 306 265

被疑者 311 159 152 54.5%

被告人 234 134 100 41.0%

処分・判決後 26 13 13 4.6%

【令和６年度】

（実施自治体数：47）

（実施センター数：48） 【R6：1センター取扱い件数】

571件/48センター＝11.9件

※年度内支援終了件数は、他センターへの依頼を含む

令和6年度地域生活定着促進事業実施状況調査
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地域生活定着支援センターの支援状況⑤

【被疑者等支援業務における「障害者種別」対象者数の推移（令和3年度から令和6年度）】

合計 身体 知的 精神
身体

＋知的

身体

＋精神

知的

＋精神

身体＋知的

＋精神
その他

合計 150 8 18 51 1 1 10 0 61

６５歳以上 81 4 2 13 1 1 2 0 58

６５歳未満 69 4 16 38 0 0 8 0 3

【令和３年度】

62人
（41.3％）

【 精神障害者数 】

合計 身体 知的 精神
身体

＋知的

身体

＋精神

知的

＋精神

身体＋知的

＋精神
その他

合計 359 25 61 106 2 5 20 1 139

６５歳以上 153 14 5 16 1 1 1 1 114

６５歳未満 206 11 56 90 1 4 19 0 25

【令和４年度】

132人
（36.8％）

【精神障害者数】

合計 身体 知的 精神
身体

＋知的

身体

＋精神

知的

＋精神

身体＋知的

＋精神
その他

合計 493 20 97 163 5 5 26 2 175

６５歳以上 173 11 5 20 2 2 1 0 132

６５歳未満 320 9 92 143 3 3 25 2 43

【令和５年度】

196人
（39.8％）

【 精神障害者数 】

【精神障害者数 】
【令和６年度】 合計 身体 知的 精神

身体
＋知的

身体
＋精神

知的
＋精神

身体＋知的
＋精神

その他

合計 571 24 118 204 1 6 35 2 181

６５歳以上 177 7 9 19 0 4 0 0 138

６５歳未満 394 17 109 185 1 2 35 2 43

※すべての年度において、他センターへ依頼を含む

247人
（43.3％）

令和6年度地域生活定着促進事業実施状況調査



12

令和６年度厚生労働省社会福祉推進事業

「健康課題のある犯罪をした者等に対する地域生活定着支援センターと保健分野の関係機関等との連携の在り方に関す
る調査研究事業」

近年、地域生活定着支援センターが福祉的な支援を行い、受入れ先に帰住した者のうち精神障害等を有する対象者が大幅に増加し
ており、保健分野の関係者・機関との連携が喫緊の課題となっている。
とりわけ、刑事施設に収容された受刑者の中には精神作用物質使用による精神障害や統合失調症等といった健康課題をもつ者も少なくなく、地域生活定着
支援センターにおいても、保健センターや保健所、保健師等との連携が重要となるが、その具体的な連携状況等については実態が十分に把握できていない。
そのため、地域生活定着支援センターと保健分野の関係機関等との連携状況に関する実態把握を行い、現状と課題を整理する。また、実際の取組事例を踏
まえ効果的な連携手法等についての整理・分析を行い、新たな支援ニーズにも応える地域生活定着支援センターと保健分野の関係機関等との連携の在り方
を示すことを目的とする。

１ 課題の趣旨・目的

２ 事業内容（抜粋）

・地域生活定着支援センターと保健分野の関係機関等との連携に関する実態把握。（アンケート調査・ヒアリング調査の実施）
・上記調査結果等を踏まえ、センターが保健分野の関係機関等との連携を図る上での留意点や課題、効果的な連携手法等について整理・分析を行い、
「連携ハンドブック（連携のTipsや好取組、双方の機関における機能や役割等の紹介等）」を作成。
・上記取組により収集した取組事例、保健分野の関係機関等との連携を図る上での留意点や課題、効果的な連携手法等についてを全国に普及するため、
保健分野の関係機関等も含めた研修会を実施。
※成果物（連携ハンドブック）については、支援現場で有効に活用できるよう、地域生活定着支援センターや保健分野の関係機関等に配布。

※ 振り返り

・ケースの抱える健康課題は、多い順に「統合失調症」・「アルコール依存症」、「うつ病」、「認知症」、「双極性障害」、「薬物依存」等。
・当該ケースの支援にあたっては、センターと保健所等の連携したケースは限定的かつ、双方の役割や業務に関しても理解が不十分。
・双方の専門分野における社会資源の把握やそれぞれの関係機関の特徴（機能や役割）等に関する認識が不足。
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令和７年度厚生労働省社会福祉推進事業

「地域生活定着支援センターにおける被疑者等支援業務の効果的かつ効率的な実施方法に関する調査研究事業」

１ 課題の趣旨・目的

２ 事業内容（抜粋）

・地域生活定着支援センター及びその関係機関に対するアンケート調査（全数・抽出・ヒアリング）の実施。
・アンケート調査の収集や整理・分析等を担う検討委員会の設置。
・全国各地の好取組や好事例の共有を目的とした研修会の開催。
・被疑者等支援業務の現状や課題、好取組や好事例等を盛り込んだ成果物の作成。
※成果物は厚生労働省のホームページ（ポータルサイト）に掲載すると同時に、全国の地域生活定着支援センターや都道府県の主
管課、司法、福祉・医療等の関係機関に配布し、実践の場での活用を図る。

※ 振り返り

※本調査研究事業を通じて、当業務は地域の実情に応じ、弾力的に運用されていることが明らかとなった。
・都道府県や市町村をはじめ、司法（弁護士会含む）、福祉・医療、住まい等の関係機関への周知に取り組むことが必要。
・地域において、都道府県主管課や検察庁、保護観察所、弁護士会、センター等が参加する「一堂に会する協議」を開催し、各機関
の機能や役割を相互に理解し、当業務に関する共有認識を醸成することや、地域の実情に応じた支援フロー（体制）を構築すること
が必要。
・保護観察所等と協働し、対象者の帰住先となる更生保護施設や自立準備ホームの確保、拡充を図ることが必要。

被疑者等支援業務については、令和３年度に業務が開始されて以降、毎年着実に実施件数が増加しているが、他方で、地域によっ
て取組状況に差が生じている等の課題もある。そこで、実態調査の実施やその整理、分析、全国各地の好取組や好事例の集約等を
通して、被疑者等支援業務の全国的な推進を図ることが必要である。



2021年4月1日

参考【司法関係法令等】
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刑法犯 検挙人員中の再犯者人員・再犯者率の推移
令和7年版「犯罪白書」
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再犯防止推進法（平成28年成立）
法務省HP
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第二次再犯防止推進計画（令和5年度から令和9年度）
法務省HPより抜粋
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長崎刑務所における知的障害受刑者処遇・支援モデル事業
社会福祉法人 南高愛隣会HP
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刑法等の一部を改正する法律（令和４年成立）
法務省HP



2021年4月1日

官民協働の支援ネットワーク体制の構築



※令和７年度から追加
○官民協働の支援ネットワークの構築強化費
○協議体を活用した連携強化推進費

21

⑤関係機関等との連携及び地域における支援ネットワークの構築等に係る業務

【地域生活定着促進事業実施要領 3事業内容ｰ（2）-オ】

センターは、上記の業務を円滑かつ効果的に実施するため、次に掲げる業務を行う。
（ア）刑事司法関係機関、地方公共団体、地域の福祉関係機関、既存の各種協議会等との恒常的な連携体制を確保

し、官民協働の支援ネットワークを構築する。
（イ）福祉関係機関等の支援技術の向上を図り、地域住民の理解を得るための研修や普及啓発活動を行う。

【官民協働の支援ネットワーク先（参考）】
■機関別：
・行政機関（都道府県主管課、関係各課、市区町村関係各課、保健所、精神保健福祉センター等）
・医療機関（精神科病院、一般病院）、自助グループ（DARC等）等
・福祉関係機関
（基幹相談支援センター、自立支援協議会、相談支援事業所、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、権利擁護センター等）
・司法関係機関
（矯正施設、保護観察所、検察庁、弁護士会、法務少年支援センター（少年鑑別所）、法テラス、警察署、交番等）
・居住支援関係機関（居住支援協議会、居住支援団体、セーフティネット住宅、管理会社、大家、公営住宅等）
・職能団体（社会福祉士会、精神保健福祉士協会、相談支援専門員協会、介護支援専門員協会、医療ソーシャルワーカー協会等）
・教育機関（大学、専門学校等）
・地域（社会福祉協議会、民生委員児童委員、自治会、保護司会、更生保護女性会、ボランティア団体、地域住民等）
■各種会議体別：
・重層的支援会議（重層的支援体制整備事業） ・地域ケア会議（介護保険法） ・（自立支援）協議会（障害者総合支援法）
・民生委員児童委員協議会（民生委員法） ・（権利擁護）中核機関連携ネットワーク会議（成年後見制度利用促進法）
 ・居住支援協議会（住宅セーフティネット法） ・要保護児童対策地域協議会（児童福祉法） ・再犯防止推進協議会（再犯防止推進法）
・支援会議（生活困窮者自立支援法、社会福祉法） ・その他会議や担当者会議（医療機関、福祉関係機関等）



総 数
（自立支援）
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地域ケア
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重層的支
援
会議

（生活困窮者
自立支援法）
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要保護児童
対策支援協
議会

居住支援
協議会

再犯防止推進
協議会 その他

５１４
（４５０）

１４０
（１１６）

６４
（７３）

１９
（２６）

１１
（７）

４
（１１）

３０
（１７）

９０
（９１）

１５６
（１０９）
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地域生活定着支援センターの取組状況

（*令和5年度の実績については、令和6年度の報告から一部変更あり）

（注）令和7年7月31日時点で、各都道府県から回答があった実績を集計したもの。今後、各都道府県からの報告により変更が生じる可能性がある。

ネットワーク会議開催件数 ※都道府県全域を対象に支援ネットワークの構築等を目的とした会議 １５７（１５５）

研修開催件数 ※都道府県全域を対象に、地方自治体や関係機関、一般市民等を対象に行った研修 ２４１（１７１）

地域福祉支援検討会の実施回数 ※地域の関係機関等を交えた事例を基にした支援検討会 ４８４（５２０）

福祉事業者巡回開拓の実施回数 ※地域の福祉関係事業所等を開拓するための巡回訪問 ７７０（８１４）

地域福祉研修の実施回数 ※地域の福祉関係事業者等に対する、支援の質の向上を目的とした研修 ２８６（２５３）

令和6年度地域生活定着促進事業実施状況調査

１ 地域における支援ネットワークの構築・強化を目的とした普及啓発のための研修・会議等の開催等

２ 各種会議体への参加件数

（単位：件（回）、括弧内は令和5年度の実績）

（単位：件（回）、括弧内は令和5年度の実績）
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官民協働の支援ネットワーク体制の構築に関するイメージ図
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相談支援専門員に求められる多職種連携
令和7年度地域生活定着支援人材養成研修「障害者福祉」科目講義資料
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地域生活定着支援センターとの連携強化事業（地域生活支援事業）
前項同資料
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地域における支援体制の整備
前項同資料
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【参考】官民協働の支援ネットワーク体制の構築に係るセンターの好取組

【参考１ 北海道】
旭川市自立支援協議会「司法部会」 ※ 触法障がい者の支援に関する協議や意見交換、事例検討会の実施等
構成機関：北海道地域生活定着支援札幌センター、相談支援事業所、発達障害者支援センター、法律事務所、地方検察
庁、精神科病院、保護観察所、刑務所、社会福祉協議会、共同生活援助事業所
（事務局：旭川市所管課、基幹相談支援センター）
※今年度、「触法障がい者支援ハンドブック」を作成し、旭川市内の障害福祉事業所、司法関係支援者、その他、法を犯した障
がい者への支援に従事している支援機関等を対象に周知

【参考２ 長崎県】
大村市自立支援協議会「司法と福祉連携部会」※平成24年10月～
地域の実情に応じた連携体制の検討・協議、専門研修会（年1回）や事例検討会（月1回）の開催
副部会長：長崎県地域生活定着支援センター
構成員：福祉専門官（矯正施設）、保護観察官（保護観察所）、弁護士（弁護士会等）、精神保健福祉士等

【参考３ 愛知県】
一宮市自立支援協議会「触法障害者支援連絡会議」※平成28年11月～
目的：関係機関の相互理解、顔の見える関係性の構築
開催頻度：年4回
構成機関：基幹相談支援センター、愛知県弁護士会一宮支部、名古屋地方検察庁一宮支部、名古屋保護観察所、名古
屋少年鑑別所（法務少年支援センター）、名古屋刑務所、愛知少年院、障害者就業・生活支援センター、訪問看護事業所
（医療）、一宮保健所、自立準備ホーム、グループホーム等の事業所、一宮市障害・高年・生活福祉課、愛知県地域生活定
着支援センター
活動内容：
触法障害者支援に係る制度に関する勉強会、ケース検討会議、名古屋刑務所の参観ツアー（令和6年度）



【相互理解】
・「司法関係機関（者）」と「福祉関係機関（者）」、相互の機能や役割を理解する。

【相互補完的な視点】
・「司法的視点」と「福祉的視点」を理解する。
※「司法的視点」→再犯防止・未然防止・リスク管理 等
※「福祉的視点」→ニーズの充足・権利擁護・意思決定支援・自己決定の尊重・ストレングス・

エンパワメント・生活の質の向上 等

【支援のプロセス】
・地域の実情に応じた官民協働の支援ネットワーク体制を構築する。
※官民協働の支援ネットワーク体制の展開過程（リレー方式）】
→入口支援：①検察庁（弁護士）→保護観察所→③センター→④関係機関→⑤地域社会
→出口支援：①刑務所等→②保護観察所→③センター→④関係機関→⑤地域社会

※対象者を「制度」と「制度」、「支援」と「支援」の狭間に陥らせない。

【獲得目標】
・対象者が抱える「生きづらさ」の解消や対象者に必要な「生きがい」の獲得を図り、
地域共生社会の実現をつなげる。
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【答】 「刑事司法」と「福祉」の連携において、必要なことは。

関係機関間で「支援のバトン」を繋ぎ、対象者を「矯正」施設から「共生」社会へ
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地域共生社会の実現
「地域共生社会」ポータルサイト

地域共生社会とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体
が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っ
ていく社会を指しています。
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